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３
月
27
日
㈯
に
開
館
し
た
都
城
島
津
邸
。
市
街
地
に
あ
り
な
が
ら
１
・
５
ヘ
ク

タ
ー
ル
に
も
及
ぶ
広
大
な
敷
地
、
邸
宅
を
は
じ
め
と
す
る
建
物
群
、
手
入
れ
の

行
き
届
い
た
日
本
庭
園
な
ど
、
か
つ
て
の
領
主
の
優
雅
な
暮
ら
し
ぶ
り
が
う
か

が
え
ま
す
。

今
回
は
、
施
設
と
収
蔵
品
の
魅
力
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

都
城
島
津
邸　

☎
23

－

２
１
１
６

憩
い
の
場
と
し
て
の
島
津
邸

　

都
城
島
津
邸
は
、
本
宅
と
都
城
島
津

伝
承
館
を
除
け
ば
、
ほ
か
は
入
場
無
料

で
自
由
に
観
覧
、
散
策
が
で
き
ま
す
。

邸
内
に
は
島
津
広
場
や
日
本
庭
園
、
池

な
ど
も
あ
り
、
都
城
の
歴
史
的
資
産
と

し
て
だ
け
で
は
な
く
市
民
の
憩
い
の
場

と
し
て
も
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
慶
応
３
年
築
と
伝
え
ら
れ
る

剣
道
場
、
昭
和
５
年
築
の
石
蔵
、
昭
和

10
年
築
の
御
門
、
外
蔵
、
神し
ん
め
い明
造
り
の

社や
し
ろの
ほ
か
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
や
プ
ー
ル

な
ど
も
あ
り
、
旧
領
主
、
そ
し
て
男
爵

と
し
て
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
垣
間
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

１
万
点
に
も
及
ぶ
史
料
群

　

平
成
16
年
に
都
城
島
津
家
か
ら
寄
贈

さ
れ
た
史
料
の
中
に
は
、
屏び
ょ
う
ぶ風
な
ど
の

芸
術
作
品
や
、
甲か
っ
ち
ゅ
う冑な
ど
の
武
具
の
ほ

か
、
朝
鮮
国
王
が
琉
球
国
王
に
あ
て
た

国
書
な
ど
国
の
重
要
文
化
財
に
匹
敵
す

る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
都
城
島
津
家
に
伝
わ
る

数
々
の
史
料
の
価
値
は
そ
の
歴
史
的
、

学
術
的
価
値
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
な

に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
史
料
が
都
城
島
津

家
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
現
地
で
公
開

さ
れ
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
史
料
に
つ
い
て
は
、
都
城
島

津
伝
承
館
で
10
月
末
か
ら
公
開
予
定
で

す
。

　

９
時
〜
17
時　

※
入
館
は
16
時
30
分
ま
で

【
都
城
島
津
邸
】　　
　

小
学
生
以
上　
　

１
０
０
円

【
都
城
島
津
伝
承
館
】　

大
人　
　
　
　
　

２
１
０
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
校
・
大
学
生　

１
５
０
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
・
中
学
生　
　

１
０
０
円
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都城島津邸オープン

日本庭園
昭和10年に整備されたもの。庭園の奥には大
きな池もあり、自由に散策することができます

明
治
12
年
に
早
鈴
大
明
神
跡
地
に
建
て
ら
れ
た
本
宅
。
現

在
の
建
物
は
、
昭
和
10
年
に
建
築
さ
れ
た
も
の
で
、
広
々

と
し
た
造
り
や
、
独
特
の
間
取
り
は
当
時
の
男
爵
家
の
暮

ら
し
ぶ
り
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

島
津
家
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
史
料
を
保
存
、
展
示
す
る
施
設
。

１
階
の
展
示
室
の
ほ
か
、
２
階
に
は
交
流
室
を
備
え
、
歴

史
講
座
な
ど
に
活
用
で
き
ま
す

昭和天皇御休息の間
昭和48年の全国植樹祭の時に昭和天皇は当邸
に宿泊され、この部屋で休息をとられました

神明造りの社
本宅横に建つ、都城島津家歴代当主の御霊が
祭られていた社

昭和天皇御寝室
天皇、皇后両陛下がお休みになった部屋。ベッ
ドや調度品は当時のままになっています

琉球国王宛朝鮮国王国書
現存する日本最古の朝鮮国王の国書緋

ひ ら

羅紗
しゃ

地
じ

丸
まる

に十
じゅうじ

字紋
もんじん

陣羽
ば

織
おり

都城島津家 25 代久
ひさなが

静が京都警
護の際に着用したといわれる

鉄て
つ
さ
び錆

地じ

南な
ん
ば
ん
ど
う

蛮
胴
具ぐ

足そ
く

北ほ
ん
ご
う郷

家
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る
北
郷

家
８
代
忠た
だ
す
け相
の
甲
冑



市
役
所
の
組
織
が
変
わ
り
ま
す

・
農
産
園
芸
課（
市
役
所
東
館
４
階
）

　

農
産
・
園
芸
の
振
興
、
畑
地
か
ん

　

が
い
営
農
推
進
に
関
す
る
こ
と
な

　

ど
を
担
当　

☎
23

－

２
４
２
５

・
都
城
島
津
邸（
早
鈴
町
）

　

☎
23

－

２
１
１
６

商
工
部
内
の
課
の
統
合

　

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
対
象
事
業
の

完
了
に
伴
い
、
中
心
市
街
地
活
性
化

室
を
商
業
観
光
課
に
統
合
し
ま
す
。

指
定
管
理
者
制
度
の
導
入

　

公
設
地
方
卸
売
市
場
と
老
人
ホ
ー

ム
霧む

ほ
う峰

園
（
山
田
町
）
の
管
理
運
営

を
指
定
管
理
者
が
行
い
ま
す
。

・
今
後
の
施
設
の
管
理

公
設
地
方
卸
売
市
場
は
農
政
課

が
、
老
人
ホ
ー
ム
霧
峰
園
は
山
田

総
合
支
所
健
康
福
祉
課
が
そ
れ
ぞ

れ
担
当
し
ま
す

組
織
見
直
し
の
ポ
イ
ン
ト

　

４
月
１
日
か
ら
、
市
役
所
の
組
織

の
一
部
を
変
更
し
ま
す
。
今
回
は
、

次
の
３
つ
を
ポ
イ
ン
ト
に
重
点
を
置

き
、組
織
の
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。

●
市
民
の
皆
さ
ん
に
分
か
り
や
す
い

組
織

●
多
様
化
す
る
市
民
ニ
ー
ズ
に
的
確

に
対
応
で
き
る
柔
軟
な
組
織

●
機
動
性
に
富
み
、
効
率
的
な
行
政

運
営
が
で
き
る
組
織

主
な
変
更
内
容

農
産
園
芸
課
（
農
政
部
）

都
城
島
津
邸
（
教
育
委
員
会
）

　

国
の
農
業
政
策
方
針
の
転
換
に
迅

速
か
つ
柔
軟
に
対
応
す
る
た
め
、
農

政
部
内
の
組
織
を
再
編
し
、
新
た
に

農
産
園
芸
課
を
設
置
し
ま
す
。

　

ま
た
、
都
城
島
津
邸
お
よ
び
島
津

家
史
料
に
関
す
る
展
示
や
調
査
研

究
、
保
存
修
復
活
動
な
ど
を
行
う
た

め
、
教
育
委
員
会
に
都
城
島
津
邸
を

設
置
し
ま
す
。

機
構
改
革
▼
４
月
１
日
か
ら
新
し
い
組
織
で
ス
タ
ー
ト

市
役
所
の
組
織
が
変
わ
り
ま
す

●
問
い
合
わ
せ　

行
政
改
革
課　

☎
23

－

７
１
６
１

自治区長、各種委員会委員決まる
地域協議会からの推薦を受け２月24日、市長が自治区長を任命しました。
また、２月15日の市議会臨時会で教育委員会委員や監査委員、公平委員会委員の各種
委員会委員が選任されました。

自治区長

轟木休五 黒川純一 小西宏子
星原千恵子

※瓦田節子 ※酒匂醸
じょうい
以蔵満　勇 佐藤忠房

堀内正太郎

各種委員会委員

102010.4

○監査委員
※宮原忠人
※東平要一
※永田浩一
○公平委員会委員
　佐々木　健
　島田俊郎
※平原国男
（※は今回選任）

新設

導入 統合



山
之
口
町
地
域
協
議
会
委
員

（
◎
会
長
・
○
副
会
長
）

公
共
的
団
体
推
薦
委
員

　

小
山　

稔
（
山
之
口
町
自
公
連
）

　

河
野
順
子
（
山
之
口
町
商
工
会
）

　

仙せ
ん
だ
い臺　

洋（
山
之
口
町
誘
致
工
業
会
）

○
前
田　

宏
（
高
齢
者
ク
ラ
ブ
連
絡
協
議
会
）

　

坂
元
由
美
子（
元
母
子
保
健
推
進
員
）

　

原
田
利
昭（
元
山
之
口
町
教
育
委
員
）

　

木
上　

保（
山
之
口
地
区
体
育
協
会
）

　

紺こ
ん

家や

紀
宏
（
元
農
業
委
員
）

　

連
城　

守
（
Ｊ
Ａ
都
城
）

　

上か
み
も
り森
惇
子
（
Ｊ
Ａ
都
城
）

　

野
上
羊
一
（
認
定
農
業
者
協
議
会
）

学
識
経
験
者
委
員

◎
村
岡
純
秋
（
元
山
之
口
町
収
入
役
）

　

藏
屋
三
郎
（
花
木
地
域
自
公
連
）

公
募
委
員

　

稲
田
安
万
侶

　

永
野
栄
蔵

●
問
い
合
わ
せ

　

山
之
口
総
合
支
所
総
務
課

　

☎
57

－

３
１
１
１

高
城
町
地
域
協
議
会
委
員

（
◎
会
長
・
○
副
会
長
）

公
共
的
団
体
推
薦
委
員

◎
石
田　

了さ
と
る（

高
城
地
区
自
公
連
）

　

福
嶋　

茂
（
高
城
地
区
自
公
連
）

　

川
島
恭
一
（
高
城
地
区
自
公
連
）

　

盛
田
春
雄
（
高
城
地
区
自
公
連
）

　

黒
木　

繁
（
高
城
地
区
自
公
連
）

　

鶴
田　

勝
（
高
城
町
商
工
会
）

　

黒
原
富
士
子（
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
）

　

上
薗
和
德
（
民
生
児
童
委
員
）

　

鳥
越
あ
き
子
（
Ｊ
Ａ
都
城
）

　

岩
屋
ヶ
野
重
春（

認
定
農
業
者
協
議
会
）

　

飯
盛
由
紀
子

（
農
村
女
性
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

学
識
経
験
者
委
員

○
永
留
理ま
さ
ゆ
き行
（
元
中
学
校
長
）

　

野
村
勝
由
（
元
中
学
校
長
）

公
募
委
員

　

野
﨑
岩
男

　

内
山　

榮さ
か
え

●
問
い
合
わ
せ

　

高
城
総
合
支
所
総
務
課

　

☎
58

－

２
３
１
１

山
田
町
地
域
協
議
会
委
員

（
◎
会
長
・
○
副
会
長
）

公
共
的
団
体
推
薦
委
員

　

段　

修
二
（
山
田
地
区
自
公
連
）

　

坂
元
洋
一
（
山
田
地
区
自
公
連
）

　

日
高
晴
久
（
山
田
地
区
自
公
連
）

　

紺こ
ん
た
に谷

肇
一
（
山
田
地
区
自
公
連
）

　

中
原
三
代
子
（
民
生
児
童
委
員
）

　

今
城
義
隆
（
山
田
町
商
工
会
）

　

木
脇
タ
カ
子
（
山
田
町
商
工
会
）

　

中
島
哲
郎
（
山
田
地
区
体
育
協
会
）

　

内
山　

晃
（
高
齢
者
ク
ラ
ブ
連
絡
協
議
会
）

○
戸と

越ご
え

弘
美
（
農
業
委
員
）

　

藤
井
和
也
（
Ｊ
Ａ
都
城
理
事
）

学
識
経
験
者
委
員

◎
田
村
工た
く
み美
（
元
山
田
町
議
会
議
員
）

　

福
島
末
吉
（
元
山
田
町
議
会
議
員
）

公
募
委
員

　

岩い
わ
な
べ邉

八
郎

　

長
友
俊
美

●
問
い
合
わ
せ

　

山
田
総
合
支
所
総
務
課

　

☎
64

－

１
１
１
１

高
崎
町
地
域
協
議
会
委
員

（
◎
会
長
・
○
副
会
長
）

公
共
的
団
体
推
薦
委
員

◎
鶴
田
輝
夫
（
高
崎
地
区
社
教
連
）

　

志
戸
幸
紘
（
高
崎
地
区
社
教
連
）

　

有
馬
孝
子
（
高
崎
地
区
社
教
連
）

　

石
黒
寅
雄
（
高
崎
地
区
社
教
連
）

○
春
村
光
行
（
高
崎
地
区
自
公
連
）

　

村
橋
宏
昭
（
高
崎
地
区
自
公
連
）

　

段　

秀
敏
（
高
崎
地
区
自
公
連
）

　

眞
方
洋
一
（
高
崎
町
商
工
会
）

　

兒
玉
振
一
郎
（
高
崎
町
商
工
会
）

　

薬
師
和
敏
（
Ｊ
Ａ
都
城
）

　

岩
﨑
政
敏
（
Ｊ
Ａ
都
城
）

学
識
経
験
者
委
員

　

名み
ょ
う
と
ぞ
の

頭
園
政
利
（
元
高
崎
町
職
員
）

　

田
中
節
子
（
元
高
崎
町
教
育
委
員
）

公
募
委
員

　

平
山
浩
一

　

谷
口
俊
一

●
問
い
合
わ
せ

　

高
崎
総
合
支
所
総
務
課

　

☎
62

－

１
１
１
１

※
自
公
連
は
、
自
治
公
民
館
連
絡
協
議
会
、
社
教
連

は
、
社
会
教
育
関
係
団
体
等
連
絡
協
議
会
の
略

任　期
平成22年２月17日

～

平成23年12月31日

町
地
域
協
議
会
委
員
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新
地域協議会
委員
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計
画
見
直
し
の
背
景

　

旧
都
城
市
と
旧
山
田
町
で
策
定
さ
れ

た
地
域
福
祉
計
画
。
合
併
に
よ
り
生
活

圏
が
拡
大
し
新
た
な
つ
な
が
り
も
生
ま

れ
た
た
め
、
合
併
後
、
計
画
の
見
直
し

を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

見
直
す
に
当
た
り
、
25
㌫
を
超
え
る

高
齢
化
率
や
進
展
す
る
核
家
族
化
な

ど
、
新
た
な
課
題
の
解
決
策
も
求
め
ら

れ
ま
し
た
。

　

新
た
な
地
域
福
祉
計
画
は
、
15
の
地

区
ご
と
に
市
民
や
福
祉
関
係
団
体
と
協

議
を
重
ね
、
ま
た
、
新
た
に
制
定
さ
れ

た
障
害
者
自
立
支
援
法
な
ど
に
も
対
応

し
た
内
容
を
盛
り
込
み
ま
し
た
。

計
画
の
キ
ー
ワ
ー
ド

①
協
働
に
よ
る
取
り
組
み

地
域
福
祉
計
画
を
推
進
す
る
と
き

は
、
市
民
の
皆
さ
ん
や
福
祉
関
係
団

体
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
福
祉
事
業

所
な
ど
と
協
働
し
て
取
り
組
み
ま
す

②
15
地
区
ご
と
の
取
り
組
み

15
の
地
区
公
民
館
の
区
域
ご
と
に
計

画
を
策
定
。
地
域
の
特
色
を
生
か
し

た
取
り
組
み
を
進
め
ま
す

③
地
域
生
活
支
援
会
議
の
開
催

地
域
住
民
の

悩
み
や
困
り

ご
と
の
解
決

の
た
め
に
、

関
係
機
関
な

ど
が
協
力
し

て
対
応
す
る

生
活
支
援
会

議
を
創
設
し
ま
す

④
要
援
護
者
へ
の
災
害
時
の
支
援

台
風
な
ど
の
災
害
時
に
援
護
を
必
要

と
す
る
人
た
ち
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状

況
に
応
じ
た
支
援
を
行
え
る
よ
う
協

議
を
進
め
て
い
き
ま
す

新
し
く
な
っ
た
「
地
域
福
祉
計
画
」
の
概
要

新

た
「
地
域
福
祉
計
画
」

概
要

安
心
し
て
健
康
に
暮
ら
せ
る

地
域
社
会
を
目
指
し
て

　

人
権
擁
護
や
地
域
福
祉
の
推

進
に
対
す
る
市
民
意
識
を
高
め

る
た
め
に
、
地
域
や
小
中
学
校

に
お
け
る
福
祉
教
育
を
推
進
す

る
と
と
も
に
、
人
を
思
い
や
る

心
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
の
啓

発
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に

参
加
す
る
人
材
な
ど
、
地
域
内
の

人
材
活
用

を
図
る
た

め
の
シ
ス

テ
ム
を
築

き
ま
す
。

　

福
祉
に
関
す
る
相
談
機
能
の

向
上
と
相
談
機
関
の
連
携
を
推

進
し
、
総
合
相
談
体
制
の
確

立
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
を

図
る
な
ど
、
利
用
者
支
援
や

在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
目

指
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
福
祉
関
係
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
整
備
を
進
め
、
地

域
の
拠
点
と
な
る
自
治
公
民
館

活
動
の
活
性
化
や
市
民
活
動
の

支
援
、
日
常
に
お
け
る
生
活
の

知
恵
や
伝
統
文
化
の
継
承
に
も

取
り
組
み
ま
す
。

　

地
域
で
活
躍
し
て
い
る
人
や

施
設
な
ど
の
地
域
資
源
を
活
用

し
て
、
障
が
い
者
へ
の
就
労
支

援
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
く
と

と
も
に
、
共
同
募
金
な
ど
の
有

効
活
用
を
図
り
ま
す
。

　

ま
た
、
安
心
・
安
全
な
地
域
を

つ
く
る
た
め
に
、
援
護
を
必
要
と

す
る
人
た
ち
へ
の
災
害
時
の
防
災

体
制
の
充
実
や
避
難
支
援
、
介
護

予
防
の
取
り
組
み
な
ど
を
進
め
ま

す
。

悩みに
気づき

地域福祉

支援の輪が
つながり

ともに
支え合う

目標１

豊かな人と心
をつくる

目標２

まちのしくみ
をつくる

目標３

人を生かす
環境をつくる



● 高崎総合公園
● ラスパ高崎

●
養護老人ホーム

至野尻町

至山田町

至小林

〒郵便局
高崎中学校

高崎総合支所
高崎小学校

JR吉都線

高崎新田駅

大牟田
農産加工センター
　　●

● 高崎総合公園
● ラスパ高崎

●
養護老人ホーム

至野尻町

至山田町

至小林

〒郵便局
高崎中学校

高崎総合支所
高崎小学校

JR吉都線

高崎新田駅

大牟田
農産加工センター
　　●
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●

　

　
　
　
　
　
　
　

■
今
後
の
手
続
き

自
動
的
に
「
子
ど
も
手
当
」
に
継
続

さ
れ
る
の
で
、
手
続
き
は
不
要
で
す

こ
ど
も
課
の
窓
口
に
「
子
ど
も
手
当

認
定
請
求
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す

②
と
同
様
の
手
続
き
が
必
要
で
す

こ
ど
も
課
の
窓
口
に
「
子
ど
も
手
当

増
額
改
定
請
求
書
」
の
提
出
が
必
要

で
す

※
②
、
③
、
④
に
該
当
す
る
世
帯
に

　

は
、
手
続
き
に
必
要
な
書
類
を
送

　

付
し
ま
す

■
６
月
の
支
給
金
額

　

子
ど
も
手
当
は
、
こ
れ
ま
で
の
児
童

手
当
と
同
様
に
、
６
・
10
・
２
月
に
そ

れ
ぞ
れ
直
前
の
４
カ
月
分
を
ま
と
め
て

支
給
し
ま
す
。

　

子
ど
も
手
当
の
最
初
の
支
給
は
６
月

で
す
が
、
こ
れ
ま
で
児
童
手
当
を
受
給

し
て
い
た
世
帯
へ
の
支
給
金
額
に
は
、

児
童
手
当
と
子
ど
も
手
当
が
混
在
し
ま

す
。
金
額
の
内
訳
は
、
５
月
以
降
に
送

付
す
る
振
込
通
知
兼
継
続
決
定
通
知
で

確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
新
規
申
請
者
に
は
、
２
カ
月

分
の
子
ど
も
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

児
童
手
当
か
ら　
　
　
　
　
に
変
わ
り
ま
す
！

子
育
て
支
援

児童手当と子ども手当の違い

　 児童手当
（平成22年３月まで）

子ども手当
（平成22年４月以降）

所得制限 あり なし

対象年齢
小学校卒業まで
（12歳到達後、最初の
３月31日まで）

中学校卒業まで
（15歳到達後、最初
の３月31日まで）

１人当たり
の手当額　

・３歳未満と３人目
　以降は 10,000 円
・３歳以上の第１・
　２子は 5,000 円

一律 13,000 円

■研修室
大小２つの会議室があり、各
種講習会などに利用可能

■多目的ホール
音楽の発表会や講演会など、
さまざまな催し物に対応可能
※293席（うち可動席258席）

■集団検診室・診察指導室
乳幼児などの健康診査、各種が
ん検診を実施

■調理実習室
調理実習や生涯学習活動など
に利用可能
※オーブンレンジ付き調理実習
　台６台あり

■利用案内
●申し込み
多目的ホールは、利用日の
６カ月前から、研修室・調
理実習室については、利用
日の１カ月前から受け付け
ます。
●利用時間　９時～22時
●休館日　毎週月曜日および
１月１日を除く年始年末
（12月29日～１月３日）

～保健センターと多目的ホールを有する複合施設～

ら

に
変

子
ど
も
手
当
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世
界
的
な
景
気
減
速
の
影
響
で
、
都
城
地
域
で
も
有
効
求
人
倍
率
は
低
迷
を
続
け
て
い
て
、

就
労
し
た
い
人
に
と
っ
て
は
大
変
厳
し
い
雇
用
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
１
人
で

も
多
く
の
人
の
就
職
を
応
援
す
る
た
め
、
新
た
な
景
気
雇
用
対
策
を
実
施
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

工
業
振
興
課　

☎
23

－

２
７
５
３

※
パ
ッ
ケ
ー
ジ
事
業
の
受
講
生
で
、
新

た
に
起
業
し
６
カ
月
以
上
事
業
を
継

続
し
た
人
に
も
、
１
人
当
た
り
15
万

円
を
支
給
し
ま
す

雇
用
奨
励
金
の
支
給
条
件

・
１
事
業
所
当
た
り
10
人
を
限
度
と
す

る
・
事
業
所
（
主
）
は
、
雇
用
保
険
に
加

入
し
て
い
る
こ
と
お
よ
び
市
税
の
滞

納
の
な
い
こ
と

・
６
カ
月
以
上
継
続
雇
用
（
正
規
雇
用

の
み
。
ア
ル
バ
イ
ト
・
パ
ー
ト
雇
用

は
対
象
外
）
し
、
雇
用
期
間
が
定
め

ら
れ
て
い
な
い
こ
と

・
市
の
補
助
金
・
一
時
金
制
度
と
の
重

複
請
求
は
不
可

・
雇
用
日
は
、
４
月
２
日
か
ら
９
月
１

日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
４
月
２

日
に
未
就
職
者
で
あ
っ
て
も
、
内
定

者
や
就
職
日
待
ち
の
人
は
対
象
外

事
業
所
（
主
）
の
皆
さ
ん
へ

１
人
の
雇
用
に
つ
き
15
万
円
を
支
給

　

市
で
は
、
雇
用
の
確
保
と
拡
大
を
図

る
た
め
、
次
の
２
つ
の
雇
用
奨
励
金
事

業
を
創
設
し
ま
し
た
。

　
①
新
卒
１
０
０
㌫
雇
用
奨
励
金

　

中
学
校
・
高
等
学
校
・
専
門
学
校
・

短
大
・
大
学
な
ど
を
卒
業
し
た
平
成
21

年
度
の
新
卒
者
で
、
就
職
先
が
決
ま
っ

て
い
な
い
人
を
雇
用
し
た
事
業
所（
主
）

に
、
１
人
当
た
り
15
万
円
の
雇
用
奨
励

金
を
支
給
し
ま
す
。

②
新
規
１
０
０
人
雇
用
奨
励
金

　

都
城
地
域
雇
用
創
造
協
議
会
主
催
の

地
域
雇
用
創
造
推
進
事
業
（
パ
ッ
ケ
ー

ジ
事
業
）
で
実
施
し
た
メ
ニ
ュ
ー
の
受

講
生
ま
た
は
市
の
認
め
る
職
業
訓
練
な

ど
の
受
講
生
を
正
規
雇
用
し
た
事
業
所

（
主
）
に
、
１
人
当
た
り
15
万
円
の
雇

用
奨
励
金
を
支
給
し
ま
す
。

雇
用
奨
励
金
の
申
請
の
流
れ

求
職
者
を
雇
用

（
４
月
２
日
〜
９
月
１
日
）

市
工
業
振
興
課
へ
事
前
申
請

市
工
業
振
興
課
に
交
付
申
請
書
を
提
出

※
採
用
６
カ
月
経
過
後
に
申
請
（
期
限

　

は
平
成
23
年
３
月
31
日
）

求
職
者
の
皆
さ
ん
へ

　

都
城
地
域
の
雇
用
環
境
の
改
善
や

雇
用
の
拡
大
を
図
る
た
め
、
都
城
地

域
雇
用
創
造
協
議
会
で
は
、
就
職
な

ど
に
役
立
つ
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
雇
用

創
造
推
進
事
業（
パ
ッ
ケ
ー
ジ
事
業
）

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

パ
ッ
ケ
ー
ジ
事
業
の
セ
ミ
ナ
ー
な

ど
を
受
講
し
た
人
が
起
業
し
た
り
、

企
業
な
ど
に
採
用
さ
れ
た
り
す
る

と
、
雇
用
奨
励
金
の
対
象
と
な
り
ま

す
の
で
、
こ
れ
か
ら
起
業
・
就
職
を

考
え
て
い
る
人
は
、
参
加
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

パ
ッ
ケ
ー
ジ
事
業
の
研
修
内
容

【
求
職
者
向
け
】

　

就
職
活
動
に
役
立
つ
実
技
研
修
か

ら
、
農
業
・
観
光
・
設
計
・
パ
ソ
コ
ン
・

フ
ー
ド
ビ
ジ
ネ
ス
な
ど
の
各
分
野
で

の
就
職
に
役
立
つ
セ
ミ
ナ
ー
な
ど

【
起
業
を
考
え
て
い
る
人
向
け
】

　

盆
地
の
起
業
家
育
成
セ
ミ
ナ
ー
な
ど

【
企
業
向
け
】

　

企
業
経
営
な
ど
に
役
立
つ
セ
ミ

ナ
ー
な
ど

●
問
い
合
わ
せ　

都
城
地
域
雇
用
創

造
協
議
会
（
市
役
所
東
館
５
階
）

☎
23

－

２
４
１
２

新
卒
者
の
就
職
率
１
０
０
㌫
と
新
規
１
０
０
人
の
雇
用
を
目
指
し
て

雇
用
奨
励
金
事
業
が
始
ま
り
ま
す



平成22年度　市税などの納期限・口座振替日一覧表（普通徴収分）

種類
月 固定資産税 市県民税 国民健康保険税 後期高齢者

医療保険料 介護保険料 軽自動車税

22年 ４月 １期
4月30日㈮

５月 １期
5月 31日㈪

６月 １期
6月30日㈬

１期
6月30日㈬

７月 ２期
8月2日㈪

２期
8月2日㈪

１期
8月2日㈪

１期
8月2日㈪

８月 ２期
8月31日㈫

３期
8月31日㈫

２期
8月31日㈫

２期
8月31日㈫

９月 ４期
9月30日㈭

３期
9月30日㈭

３期
9月30日㈭

10月 ３期
11月1日㈪

５期
11月 1日㈪

４期
11月1日㈪

４期
11月1日㈪

11月 ６期
11月30日㈫

５期
11月30日㈫

５期
11月30日㈫

12月 ３期
12月27日㈪

７期
12月27日㈪

６期
12月27日㈪

６期
12月27日㈪

23年 １月 ４期
1月31日㈪

８期
1月31日㈪

７期
1月31日㈪

７期
1月31日㈪

２月 ４期
2月 28日㈪

９期
2月 28日㈪

８期
2月 28日㈪

８期
2月 28日㈪

３月 10期
3月31日㈭

切
り
取
り
線

※「納期限」「口座振替日」は、納付月の末日（12月は12月27日）。ただし、納期限が土・日曜日、祝日の場合は、
　その翌日が納期限となります

保 存 用
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◎
納
付
場
所

・
次
の
金
融
機
関
の
窓
口

宮
崎
銀
行
、
鹿
児
島
銀
行
、
宮
崎
太

陽
銀
行
、
南
日
本
銀
行
、
西
日
本
シ

テ
ィ
銀
行
、
都
城
信
用
金
庫
、
高
鍋

信
用
金
庫
、
九
州
労
働
金
庫
、
都
城

農
業
協
同
組
合

・
沖
縄
県
を
除
く
九
州
管
内
の
郵
便

局
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
納
期
限
後
は

納
付
で
き
ま
せ
ん
）

・
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

（
取
扱
期
限
後
は
納
付
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
に
つ
い
て
は
納
付
で
き
ま
せ

ん
）

・
市
役
所
、
各
総
合
支
所
、
各
地
区
市

民
セ
ン
タ
ー

◎
課
税
内
容
の
問
い
合
わ
せ

【
市
県
民
税
・
軽
自
動
車
税
】

　

市
民
税
課　

☎
23

－

２
１
２
３

【
国
民
健
康
保
険
税
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
】

　

保
険
年
金
課　

☎
23

－

２
６
４
２

【
介
護
保
険
料
】

　

介
護
保
険
課　

☎
23

－

２
５
９
６

◎
納
付
の
問
い
合
わ
せ

【
市
県
民
税
・
軽
自
動
車
税
・

固
定
資
産
税
】

　

納
税
課　
　
　

☎
23

－

２
１
２
６

【
国
民
健
康
保
険
税
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
】

　

保
険
年
金
課　

☎
23

－

７
１
４
４

【
介
護
保
険
料
】

　

介
護
保
険
課　

☎
23

－

２
５
９
６

◎
各
総
合
支
所
の
連
絡
先

・
山
之
口
総
合
支
所　

☎
57

－

３
１
１
１

・
高
城
総
合
支
所　

☎
58

－

２
３
１
１

・
山
田
総
合
支
所　

☎
64

－

１
１
１
１

・
高
崎
総
合
支
所　

☎
62

－

１
１
１
１

税
・
保
険
料
の
納
付
に
は
、
口
座
振
替
が
便
利
で
す

　

口
座
振
替
の
申
し
込
み
は
、
金
融
機
関
の
窓
口
に
預
金
通
帳
と
届
け
出
印
お

よ
び
納
税
（
納
付
）
通
知
書
を
持
参
し
、
備
え
付
け
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
振
り
替
え
開
始
は
申
し
込
み
月
の
翌
月
か
ら
と
な
り
ま
す
が
、
月
末
近
く
に

　

申
し
込
む
と
、
翌
々
月
か
ら
の
振
り
替
え
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

【
固
定
資
産
税
】

　

資
産
税
課　

☎
23

－

２
１
２
４


